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１ 計画策定の経緯 

（１）計画策定のフロー 
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（２）第２期別府市緑の基本計画策定委員会 設置要綱 

 

 

 

 

（設置） 

第 1条 この要綱は、別府市における都市緑地法（昭和 48年法律第 72号）第 4条に規定する緑地の保

全及び緑化の推進に関する基本計画（以下「緑の基本計画」という。）を改定するため、別府市

緑の基本計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置し、その組織及び運営について必要

な事項を定めるものとする。 

 
（所掌事務） 
第 2 条 委員会は、次の事項について検討するものとする。 

(1) 緑の基本計画の基本方針に関する事項 
(2) 緑の基本計画の内容に関する事項 
(3) その他緑の基本計画の改定に関し必要な事項 

 
（組織） 
第 3 条 委員会は委員 20 人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

(1) 学識経験を有する者 
(2) 関係行政機関の職員 
(3) 市民又は団体の代表者 
(4) その他市長が必要と認める者 
 
（任期） 

第 4 条 委員の任期は、緑の基本計画の改定の日までとする。 
 
（委員長及び副委員長） 
第 5 条 委員会に委員長及び副委員長 1 名を置き、委員の互選により選出する。 

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があったとき又は委員長が欠けたときには、 

その職務を代理する。 
 
  

第 2期別府市緑の基本計画策定委員会設置要綱 

制定 令和 5 年 5 月 9 日 
別府市告示第 224 号 
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（会議） 
第 6 条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が招集し、 

委員長がその議長となる。 
2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。 
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、若しくは助言を 

求め、又は関係者から資料を提出させることができる。 
 
（会議の公開） 
第 7 条 委員会の会議は、原則公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員会に 

諮って公開しないことができる。 
(1) 会識を公開することにより、法人その他の団体又は個人の権利、競争上の地位その他正当な 

利益を害するおそれがある内容を議論する場合 
(2) 会議を公開することにより、公正かつ円満な議論等が著しく阻害され、会謡の目的が達成 

できないと明らかに予想される場合 
 
（検討委員会の設置） 
第 8 条 緑の基本計画の改定に当たり、調査、研究、問題提起、企画立案作業等を行うため、別に検討

委員会を設置する。 
 
（庶務） 
第 9 条 委員会の庶務は、建設部公園緑地課において処理する。 
 
（委任） 
第 10 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って

定める。 
 
附則 
（施行期日） 

1 この要綱は、告示の日から施行する。 
 

（有効期限） 
2 この要綱は、緑の基本計画の改定の日限り、その効力を失う。 
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（３）第２期別府市緑の基本計画策定委員会 委員名簿 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

委員数　１７名（２０名以内）

分　　野 氏　　名 ふりがな 備　　　　考

学識経験者

造 園 久 保 田 家 且 く ぼ た い え か つ 西日本短期大学　客員教授

歴 史 飯 沼 賢 司 い い ぬ ま け ん じ 別府大学　特任教授

都 市 経 営 久 保 隆 行 く ぼ た か ゆ き 立命館アジア太平洋大学　サステイナビリティ観光学部　副学部長

市議会

市 議 会 小 野 正 明 お の ま さ あ き 観光建設水道委員会

関係団体

商 工 倉 原 浩 志 く ら は ら ひ ろ し 別府商工会議所　専務理事

観 光 伊 藤 慶 典 い と う け い す け 一般社団法人　別府市観光協会　専務理事

公 園 管 理 加 納 基 晴 か の う も と は る 一般社団法人　別府市緑化協会　会長

農 業 久 保 賢 一 く ぼ け ん い ち 別府市農業委員会　会長

緑 化 ボ ラ ン テ ィ ア 二 村 沢 行 ふたむら さわ ゆき NPO法人　アイラブグリーン大分　理事長

松 永 忠 ま つ な が た だ し 社会福祉法人　別府光の園　統括施設長

板 井 恵 子 い た い け い こ 別府市民生委員児童委員協議会　副会長

景 観 中 西 章 敦 なか にし あき のぶ 一般財団法人　日本造園修景協会　大分県支部　

市民の代表者

自 治 会 大 平 順 治 お お ひ ら じゅ んじ 別府市自治委員会　会長

一 般 市 民 後 藤 洋 司 ご と う よ う じ 公募

一 般 市 民 原 田 真 美 は ら だ ま み 公募

一 般 市 民 森 田 幸 枝 も り た ゆ き え 公募

大 分 県 藤 内 修 一 とうない しゅういち 大分県土木建築部　公園・生活排水課　課長

第２期別府市緑の基本計画策定委員会　委員名簿

福　祉
（子育て・高齢者）

関係行政機関
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２ アンケート結果 

■令和５年度 公園アンケート （一部抜粋） 
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３ 用語解説 

ア行 

インクルーシブデザイン 

障がい者や高齢者だけでなく、民族、言語、

経済状況など、デザインの要素から除外されて

きた広範囲の問題解決をテーマとし、多様なユ

ーザーの側からアプローチするデザイン。 
 
運動公園 

都市公園法に基づく都市公園の一つで、都市

住民全般を対象に主として運動のために利用

することを目的とした公園。 
 
NPO 法人 

法人格を有し、公共サービスを行う民間非営

利組織。医療・福祉や環境保全、災害復興、地

域おこしなどさまざまな分野で活動する団体

が含まれる。 
 
大分県棚田保全基金 

棚田等の有する多面的機能の良好な発揮と

地域住民活動の活性化を図り、中山間地域の農

業・農村の活性化を図るため、都市住民等の保

全活動への参加や住民組織が行う保全活動等

の促進に対する支援するもの。 
 
オープンスペース 

公園・広場、河川・湖沼、山林、農地等、建

物によって覆われていない土地の総称。都市内

では、建物敷地内における開放性の高いまとま

った広さの空地や空間で、市民が自由に通行・

利用できる場所をいう。 
 

カ行 

街区公園 

都市公園法の公園種別の一つで、誘致圏域半

径 250m、標準面積が 2,500 ㎡の市民に最も身 

 
環境基本計画 

国の環境基本法第 36 条および第三次環境基

本計画の理念に基づき、すべての人々が一体と

なって、自然と共生し、環境への負荷の少ない

循環を基調とする社会の実現をめざし、環境の

保全に関する施策の総合的、計画的な推進を図

るため策定したもの。 
 
行政区域 

都道府県や市区町村など、行政を行う上での

地域の区分。 
 
近隣公園 

近隣住区に居住する者を利用の対象とし、幼

児から高齢者まで全ての年齢層に利用される

よう、運動広場を中心とする動的レクリエーシ

ョンのための施設のほか、休養・散策等の静的

レクシエーションの施設が配置される公園。誘

致距離 500m、面積 2ha を標準とする。 
 
グリーンインフラ 

米国で発案された社会資本整備手法で、自然

環境が有する多様な機能をインフラ整備に活

用するという考え方を基本とするもの。 
 
景観計画 

景観法第 8 条第 1 項に規定する「景観行政団

体が定める地域の特性にふさわしい良好な景

観の形成に関する計画」。良好な景観の形成に

関する方針や行為の制限に関する事項などを

定めることができる。特別景観まちづくり地区

等の指定、民間の建築物や公共施設等の景観協

議などを通じて、まちなみの環境や空間づくり

を先導するのが計画の役割である。 

 

近な公園。 
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景観法 

我が国で初めての景観に関する総合的な法

律。景観計画の策定など総合的に施策を講じる

ことにより、美しく風格のある国土の形成、潤

いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で

活力のある地域社会の実現を図り、国民生活の

向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発

展に寄与することを目的としたもの。 
 
公園愛護会 

公園の清掃・除草活動等を行う自治会、子ど

も会、老人会等により公園ごとに設立された組

織。 
 
公園施設長寿化計画 

公園施設の計画的な維持管理の方針を明確

化・共有するとともに、施設ごとに、管理方針、

長寿命化対策の予定時期・内容などを、最も低

廉なコストで実施できるよう整理するもの。 
 
公園ストック再編計画 

公園の長期的に安定した維持管理や公園機

能の維持のため、方針や再編の方向性を定める

もの。 
 
こどもまんなか公園づくり支援事業 

公園で遊ぶこどもの声に苦情が寄せられる

など、社会全体としてこどもを生み育てること

をためらわせる意識・雰囲気もある中、こども

や子育て世帯が安心・快適に日常生活を送るこ

とができるようにするため、こどもや子育て世

帯の目線に立ち、こどもの遊び場の確保や、親

同士・地域住民の交流機会の創出に資する都市

公園の整備等を支援するもの。 
 

サ行 

 
CSR 活動 

企業の活動が社会に与える影響を把握し、こ

れを考慮に入れた企業行動のこと。 

市街化区域 

無秩序な市街化を防止し、都市の健全で計画

的な市街化を図るため、都市計画区域を市街地

として積極的に整備するもの。 
 
市環境保全条例 

市民の意思と行動を結集して環境をよりよ

くするため、あらゆる手段をつくし、観光温泉

文化都市として、健康で安全かつ快適な生活を

確保することを宣言して、制定したもの。 
 
住区基幹公園 

主として近隣住区内の住民の安全で快適か

つ健康的な生活環境およびレクシエーション、

休養のためのスペースを確保し、住民の日常的

な身近な利用に供するため、近隣住区を利用単

位として設けられる基幹的な公園で、その機能

から街区公園、近隣公園、地区公園に区分され

る。 
 

森林整備計画 

県知事が策定する地域森林計画に即し地域

森林計画の対象となる民有林を対象に、市町村

が 5 年ごとに策定する 10 年を 1 期とする計画

であり、森林整備の基本的な考え方や、森林所

有者が行う森林施業に関する指針等を定める

もので、適切な森林整備を推進することを目的

とするもの。 
 

生物環境保護地区 

野生動物の生息地（渡来地及び繁殖地を含む）

または植物の生息地で、その動植物の保護又は

繁殖を図るため保護することが必要な地区。 
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総合計画 

市政を推進していくための計画として最も

上位に位置づけられる計画であり、市の総合的、

計画的な行政推進の指針であり、また市民等の

活動の指針としても位置づけられるもの。市政

における計画は、基本的な方針を示す「基本構

想」（本計画）と、具体的な施策を示す「分野別

計画」、事業費や財源の配分を踏まえた「実施計

画」の 3 つで構成される。 
 

総合公園 

都市住民全般の休息、遊技、運動等総合的な

利用を目的とした公園。休養施設、修景施設、

運動施設、自由広場、散策路等を総合的、有機

的に配置するものとされている。 

タ行 

 
地域森林計画 

森林法第 5 条に基づき都道府県知事が 5 年ご

とに策定する 10 カ年計画。大分県では４つの

森林計画区（大分中部・大分南部・大分北部・

大分西部）ごとに策定している。この計画は、

県内森林（民有林）の整備、保全の方向を示す

計画であり、伐採、造林、林道等の整備目標や

市町村森林整備計画の指針となる事項を定め

ている。 
 

地域制緑地 

都市公園のみならず、社寺境内地等の空地の

多い施設や農耕地、山林、河川、水面等、様々

な空間を含めた緑地のうち、風致地区、緑地保

全地区等、一定の地域を指定して定められてい

るもの。 

地区公園 

社会的、経済的な生活行動の圏域あるいは文

化的、精神的な連帯意識等によって分割される

地域を配置の単位とし、徒歩距離圏内における

運動、休養等のレクシエーションのために設け

られる公園。誘致距離 1,000m、面積 4ha を標

準とする。 
 

中山間地域等直接支払交付金 

中山間地域等直接支払制度により、農業生産

条件の不利な中山間地域等において、集落等を

単位に、農用地を維持・管理していくための取

決め（協定）を締結し、それにしたがって農業

生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額

を交付する仕組み。 
 

つなぐ棚田遺産 

棚田地域の振興に関する取組を積極的に評

価し、棚田地域の活性化や棚田の有する多面的

な機能に対する理解や協力を促進させること

を目的として、農林水産省により、優良な棚田

を認定するもの。 
 

特殊公園 

都市公園法に基づく都市公園の一種で、風致

公園、動植物公園、歴史公園、墓園などを総称

していう。 
 
特別緑地保全地区 

都市緑地法第 12 条に規定される地区で、都

市における良好な自然環境となる緑地におい

て、建築行為など一定の行為の制限などにより

現状凍結的に保全する制度。 
特別緑地保全地区に指定されると建築物そ

の他工作物の新築、改築又は増築、宅地の造成

等が規制されるため、土地所有者の土地利用に

著しい支障をきたす場合、都道府県、市町村等

がその土地を買入れることとなる。都市計画区

域内の緑地で、以下のいずれかに当たる区域は、

地区に定めることができる。 
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▷無秩序な市街化の防止、公害又は災害の防

止のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避

難地帯として適切な位置、規模及び形態を

有するもの 
▷神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体とな

って、又は伝承若しくは風俗習慣と結びつ

いて当該地域において伝統的、文化的意義

を有するもの 
▷次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の

住民の健全な生活環境を維持するために

必要なもの 
 ・風致又は景観が優れているもの 

  ・動植物の生息地又は生育地として適正に

保全する必要があるもの 
 
都市基幹公園 

主として一つの市町村の区域内に居住する

者の安全で快適かつ健康的な生活環境および

レクリエーション、休養のためのスペースを確

保するために、都市を単位として設けられる基

幹的な公園。主たる機能から総合公園及び運動

公園に区分される。 
 

都市計画区域 

都市計画区域は、「一体の都市として、総合的

に整備、開発及び保全する必要のある区域」に

ついて、都道府県が指定するもの。（都市計画法

第５条） 
 

都市計画法 

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るこ

とにより国土の均衡ある発展と公共の福祉の

増進に寄与することを目的として、都市計画の

内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計

画事業その他都市計画に関し必要な事項を定

めた法律。 
 

都市計画マスタープラン 

市町村が住民の合意形成を図りつつ、まちづ

くりのビジョンを具体的に示し、地区毎の整備、

開発または保全の方針をよりきめ細かく定め

た計画。平成 4 年の都市計画法の改正により創

設。 
 

都市公園 

都市公園法第 2 条に基づいて、国や地方公共

団体が都市計画区域において設置する公園ま

たは緑地のこと。 
 

都市緑地法 

都市における緑地を保全するとともに緑化

や都市公園の整備を推進することにより、良好

な都市環境の形成を図ることを目的として、

1973 年に制定された旧・都市緑地保全法が

2004 年の法改正（いわゆる景観緑三法の制定）

により改称したもの。都市における緑地の保全

及び緑化の推進に関する基本計画、緑地保全地

域の設定と都市計画上の位置づけ、緑地保全地

域内での行為規制、緑地保全上必要な土地の買

入れ、緑地協定、緑地管理機構の指定・業務な

どについて規程している。 
 

土砂災害警戒区域（イエローゾーン） 

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等

の生命又は身体に危害が生じるおそれがある

と認められる区域であり、危険の周知、警戒避

難体制の整備が行われる。 
 

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン） 

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物

に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい

危害が生ずるおそれがあると求められる区域

で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の

構造規制等が行われる。 
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ハ行 

パークマネジメント計画 

各公園のニーズや特性を踏まえて、公園がめ

ざすべき姿とそれに向けた取り組み方針等の

管理運営方針について具体的に定めるもの。 
 

バリアフリー 

高齢者や障害がある人が社会生活をしてい

く上で障壁（バリア）となるものを除去するこ

と。もともとは段差解消等のハード面（施設）

の要素が強いが、現在では、高齢者や障害のあ

る人の社会参加を困難にしている社会的・制度

的・心理的なすべての障壁の除去という意味も

含んでいる。 
 

風致地区 

都市計画で定める地域地区の一つで、都市

の自然風致（丘陵、樹林、水辺地等の自然豊

かな土地、郷土的意義のある土地、緑豊かな

住宅地等を含む良好な自然的環境）を維持す

るために指定された区域。 
 

ふるさと水と土保全基金 

中山間地域において、農地や土地改良施設の

有する多面的機能の良好な発揮と地域住民活

動の活性化を図るため、地域住民活動を推進す

る人材の育成、施設や農地の利活用及び保全整

備等の促進に対する支援を行うために本事業

を実施するもの。 
 

別府港海岸整備事業 

高波浪時の防護機能不足や老朽化により度

重なる高潮・高波などによる越波被害を受けて

いたことから、住民の人命、財産を防護するた

め、海岸保全施設整備を実施した事業。 
 

べっぷ道路里親制度 

道路を養子、市民・団体・企業などを里親と

して、道路の清掃などの美化活動等を里親に一

任する制度。 

ラ行 

ライフサイクルコスト 

建物や公園、道路などが企画・設計から建設、

運用を経て、修繕し、解体されるまでにかかる

すべての費用の合計。ＬＣＣとも略される。 
 

緑地協定 

都市緑地法第 45 条に基づく制度で、都市計

画区域又は準都市計画区域内における相当規

模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相

当の区間にわたる土地について、市街地の良好

な環境を確保するため、土地所有者等の全員の

合意により、当該土地の区域における緑地の保

全又は緑化に関する事項を協定する制度であ

る。協定には、協定の対象区域、樹木を植栽す

る場所やその種類、保全する樹木の場所、違反

した場合の措置等が定められ、認可の公告後に

その区域に移転してきた者に対しても効力を

有する。 
 

緑地保全地域 

都市緑地法第５条に規定される制度で、都市

計画区域内及び準都市計画区域内において、里

地・里山など比較的広域的な見地から緑地を保

全するため、比較的緩やかな行為の規制により、

一定の土地利用との調和を図りながら保全す

る制度。緑地保全地域は、都市計画法における

地域地区として、都道府県、市区町村が定める。 
 

緑被率 

特定区域に占める緑被地の割合。緑被地は樹

林地・草地・農耕地・水辺地等、植物の緑で被

覆された土地、もしくは緑で被覆されていなく

とも自然的環境の状態にある土地の総称。 
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